
 

Ⅶ しんあい相談支援センター（令和 5年度事業計画/事業報告） 

 

１．令和 5年度経営方針 

(1) 利用者支援 

ア 障害者等相談支援事業においては、障害者総合相談支援センターとして、委託相談支援事業

所、川越市直営の就労担当、基幹担当と協働し、障がい児者やその家族に対して、総合的に相

談を受けていく。また、U-ＰＬＡＣＥ内の福祉総合相談窓口の中で他分野の関係機関と連携して

いく。 

イ 特定相談においては、契約している方の相談支援の提供を行いながら一般相談支援を活用して、

相談のニーズに対応していく。令和 4年度は地域のニーズの求めに応じ新規契約を積極的に行

った。令和 5年度は新規契約者数を調整し、契約者への相談支援を充実させる。 

 

２．令和 5年度取り組み 

(1) 相談者支援 

具体的な取り組み内容 取り組み方法・手段 5 年度実績等 

ア 障害者等相談支

援事業の委託 

川越市障害者総合相談支援センター内

の生活相談担当として相談支援専門員

2 名が従事する。川越市内の委託を受

けた 6 法人の相談支援専門員 9 名の

内、3 名が川越市障害者総合相談支援

センターに常駐し新規の相談に対応す

る。 

・ 実人員  209名（内、新規 99名） 

・ 支援件数 1,304 件（資料参照） 

＊昨年度と比べ、実人員 36 名増、新規

31名増、支援件数 176件減。 

受託事業収入 11,663 千円 

イ 指定特定相談支

援事業・障害児相

談支援事業の実

施 

契約者個々の状況に合わせてモニタリ

ング頻度を決め、相談支援を充実させ

る。 

 

モニタリング頻度を契約者個々の状況に合わ

せて決め、きめ細かい相談支援に繋がった。 

給付費収入（特定相談） 18,377 千円 

給付費収入（障害児）  787千円 

ウ 指定一般相談支

援事業の実施 

(ア) 約 3 名の地域移行支援を実施す

る。障害者支援施設、精神科病院

等に入所、入院している方の地域

移行支援を行う。 

(イ) 地域定着支援については退所後ま

たは退院後のフォローを行なう。緊

急時の対応が必要な障がいのある

方に対して、相談支援体制を確保

する。 

（ア） 地域移行支援 契約者数 1 件。 

 

 

 

（イ） 地域定着支援 契約者数 1件。 

給付費収入（地域相談） 203千円 

 

 

 

 

 

 

 



 

(2) 地域社会との共生 

具体的な取り組み内容 取り組み方法・手段 5 年度実績等 

ア 委託相談事業の

中で複数の法人

の相談員と共に、

川越市障害者総

合相談支援センタ

ー基幹担当と協

働して地域づくり

を行う。 

(ア) 川越市地域自立支援協議会に参加

する。 

(イ) 川越市障害者総合相談支援センタ

ー基幹担当が主催する相談支援連

絡会の企画内容について協力す

る。 

(ウ) 「誰でもネット」の勉強会のを開催。 

 

(エ) 関係機関主催の会議への参加や

講師派遣により、啓発、広報、ネット

ワーク作りを行う。 

(ア) 1 月の全体会、3 月のこども部会、まちづ

くり部会に参加。 

(イ) 月 1 回の相談支援連絡会に参加。企画

内容について協力している。 

 

 

(ウ) 6 月、ヤングケアラー研修会を開催。11

月、真正会ハウスカ見学会を開催。 

(エ)  関係機関主催の会議への参加、講師

派遣に協力している。 

イ 学習会の開催 将来に対する不安を抱える障がい者や

ご家族を対象とした学習会を開催。諸事

情で開催できない場合は、広報「Dear」

で情報提供を行う。 

学習会は諸事情で開催できず、広報「Dear」

で地域社会資源の情報提供を行った。 

ウ 未来の福祉人材

の養成 

相談援助実習の受け入れを行う。 相談援助実習の受け入れを行った。４名の実

習生を受け入れた。 

 

(3) 人材育成 

具体的な取り組み内容 取り組み方法・手段 5 年度実績等 

ア OJTの実施 各担当ケースの支援に同行し、実務の

中で助言を相互に実施する。 

ケース共有、事例検討で相談支援専門員が

お互いに指導助言を行った。 

イ スーパービジョン

の実施 

専門的スキルを向上させるため川越市

障害者総合相談支援センター内でグル

ープスーパービジョンを実施する。 

月に１回、グループスーパービジョンを開催し

た。 

ウ 外部研修への参

加 

(ア) 相談支援連絡会に参加する。 

(イ) 研修スケジュールに基づき外部研

修に参加する。 

（ア） 毎月参加している。 

（イ） 研修スケジュール以外の研修にも必要

に応じて参加した。 

エ 内部研修の実施 (ア) 特定相談支援の事業所及び川越市

障害者総合相談支援センター基幹

担当と連携し、特定相談に必要とさ

れる知識や技術に関する研修を実

施する。 

(イ) 事業所内でケースの共有と地域の

社会資源の情報について共有す

る。 

（ア） 相談支援連絡会で虐待防止権利擁護

の研修を実施した。 

 

 

 

（イ） 事業所内で毎週１回開催した。 

 

(4) 危機管理 

具体的な取り組み内容 取り組み方法・手段 5 年度実績等 

ア 個人情報の管理 (ア) 全ての PC に関してセキュリティ管

理を行う。 

（ア） 左記の通り、セキュリティ管理を実施し

た。 



 

(イ) 業務用携帯電話に対しては紛失の

際は遠隔操作でデータを消去す

る。 

（イ） 左記の通り、対応の準備をしている。紛

失はなかった。 

イ 苦情対応 (ア) 法人の規定に基づいて対応する。 

(イ) 記録の漏れがないようにする。 

 

(ウ) 障害者等相談支援事業に対する苦

情については法人の規定に基づい

て対応し、速やかに委託元である

障害者福祉課へ報告する。 

（ア） 苦情はなかった。 

（イ） 記録ソフト（ミラクル Q）を活用し、漏れ

がないよう支援の記録をしている。 

（ウ） 苦情はなかった。 

ア 車両の管理 (ア) 安全運転管理者が車両を管理す

る。 

(イ) アルコールチェッカーを運転前後に

使用し、アルコール摂取がないこと

を記録に残す。 

（ア） 安全運転管理者と車両担当職員が管

理を実施した。 

（イ） 左記の通り、記録に残した。 

イ 設備の管理 パソコンを施錠できるキャビネットにて保

管するとともに、相談室の施錠の徹底を

行う。 

左記の通り、設備の管理を実施した。 

 

(5) その他 

具体的な取り組み内容 取り組み方法・手段 5 年度実績等 

ア 働きやすい職場

環境への取り組

み 

年次有給休暇について、計画的に

取得できるように取り組む。 

年次有給休暇を各職員で計画的に取得し

た。 

イ 自事業所や地域

の状況について

の情報発信 

広報「Dear」を作成する。 広報「Dear」を作成し地域社会資源の情報を

発信した。 

ウ 業務効率化のた

めの ICTの活用 

自事業所、他事業所との情報共有

を円滑にするために ICT の活用を

取り入れる。 

ICT アプリ「Chatwork」を活用し、自事業所、

他事業所との情報共有を円滑にした。 

エ 感染予防対策の

継続 

① マスク、アルコール消毒の感染予防

対策を実施。 

② 対面で提供する必要のない支援に

ついてテレビ電話装置等を活用す

る。 

③ 関係機関へは可能な限り対面を避

け、計画書等は郵送する。 

 

④ BCPを運用する。 

① マスク着用については個人の判断に委

ねた。アルコール消毒は適宜行った。 

② 左記の通り実施した。 

 

 

③ ５月に新型コロナウイルス感染症が 5類

感染症に引き下げられて以降、左記対

応は必要に応じて実施した。 

④ 左記の通り実施した。 

 

 

 

 



 

■しんあい相談支援センター（令和５年度事業報告 資料）         

令和 6年 3月 31日現在    

１ 相談実績（川越市より委託を受けている障害者相談支援事業） 

（1） 相談方法の状況                                

相談方法 相談件数 

訪 問 ３４９ 

来 所 １４７ 

同 行 １４６ 

電話等相談 ５７２ 

個別支援会議  ６０ 

関係機関 １６６  

その他 １５６ 

合 計 １，５９６ 

（2） 障害別支援状況（人数）                         

身体障害 ２４  

重症心身障害 ０   

知的障害 ７４  

精神障害 １０３  

発達障害 ２   

高次脳機能障害 １   

その他 １２   

合 計 ２１６ 

（3） 支援の内訳                               

区    分 延べ件数 

福祉サービスの利用等に関する支援 ５６１ 

障害や病状の理解に関する支援 ３６  

健康・医療に関する支援 ３２８ 

不安の解消・情緒安定に関する支援 １５４ 

保育・教育に関する支援 ６７  

家族関係・人間関係に関する支援 １１０ 

家計・経済に関する支援 １７９ 

生活技術に関する支援 ３５５ 

就労に関する支援 ２４７ 

社会参加・余暇活動に関する支援 ５８  

権利擁護に関する支援 １４  

その他 ５４  

合 計 ２，１６３ 

相談支援事業実績報告書 

[様式：厚生労働省福祉行政報告書第 21の 3準拠]    

 

 

 



 

２ 契約者状況（特定相談支援、障害児相談支援、一般相談支援の内訳） 

ア 特定相談支援、障害児相談支援の内訳 

⑴年齢別契約者数 

年  齢 人 数 

20歳未満 １４ 

20歳～29歳 ４２ 

30歳～39歳 ４３ 

40歳～49歳 ７４ 

50歳～59歳 ７３ 

60歳～64歳 ２１ 

65歳以上 ４２ 

計   ３０９ 

 

  ⑵ 性別 

男 １８８ 

女 １２１ 

計 ３０９ 

 

⑶ 障害種別(重複有)   

 身体障害 知的障害 精神障害 

（発達障害含

む） 

その他 

（難病・未診

断） 

計 

特定 

相談支

援 

２４ ２２９ ５５ ０ ３０８ 

障害児 

相談支

援 

４ ５     ４     ０ １３ 

計 ２８ ２３４ ５９ ０ ３２１ 

 

⑷居住実態  

居住地 在 宅 入 所 計 

人数 ２３８ ７１ ３０９ 

 

⑸新規契約者 

特定相談支援 障害児相談支援 一般相談支援 計 

１４ ２ １ １７ 

 

⑹契約終了者 

終了理由 
引越し等他事

業所へ移行 

死亡 介護保険 

への移行 

福祉サービス 

利用終了 
計 

人数 ３ ５ １ ７ １６ 

 



 

⑺モニタリング頻度 

頻 度 人 数 

毎月ごと  ６ 

2 ヶ月～５ヶ月ごと １３８ 

半年ごと １６５ 

計 ３０９ 

 

⑻月別利用人数 

 4月 5月 6月 7月 8月 9月 

特 児 特 児 特 児 特 児 特 児 特 児 

サービス利用

支援（新規） 
１０  ２ ９ ０  ２２ ０ ９ ０ １６ ２ ２４ ０ 

継続サービス

利用支援 
６１ １ ５７ ４ ７０ ２ ８１ ０ ５２ １ ７０ ２ 

計 ７０ ３ ６６ ４ ９２ ２ ９０ ０ ６８ ３ ９４ ２ 

 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

特 児 特 児 特 児 特 児 特 児 特 児 

サービス利用

支援（新規） 
１６ １ １３ ２ １４ １ １７ ０ １５ １ １６ ２ 

継続サービス

利用支援 
６１ １ ５５ ０ ７３ １ ６９ １ ４９ １ ６８ １ 

計 ７７ ２ ６８ ２ ８７ ２ ８６ １ ６４ １ ８４ ３ 

＊サービス利用支援：サービス等利用計画の作成(新規、更新時) 

＊継続サービス利用支援：モニタリング 

＊特：特定相談支援 

＊児：障害児相談支援 

 

イ 一般相談支援の内訳 

地域定着支援 契約者 １名 

地域移行支援 契約者 １名 

 

 

 


